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★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）

１　現状把握の部（DO、PLAN）
(1) 事務事業の目的と指標
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定期健診をうけ、妊婦が健康に妊娠生活を送ることができ、元気な赤ちゃん
を産むことができる。また、妊婦の経済的負担の軽減となる。

9,800

・健やかな赤ちゃんを産み育てるため、また、妊婦の健康管理のため妊婦健診を、実施している。予定日までに行われる妊婦健診の最高14回分を助成する。
・県の事業であったが、平成8年の地域保健法の改正により市町村での実施となった。また平成19年1月16日付雇児母発第116001号「妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方について」
で高齢やストレス等をかかえる妊婦が増加傾向にあるとともに、就業等の理由により健康診査を受診しない妊婦も見られ、母体や胎児の健康確保を図るうえで、妊婦健康診査の重要性、必
要性が一層高まっている。また、少子化対策の一環として、妊娠中の健診費用の負担軽減が求められており、自治体における公費負担の充実を図る必要性が指摘され、最低限必要な健
康診査は５回と示されている。
・平成19年1月16日付雇児母発第116001号「妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方について」で、最低限必要な健康診査は5回と示されていたが、平成21年2月27日付雇児母発第
227001号「妊婦健康診査の実施について」において、公費負担回数は１4回程度行われることが望ましいとある。また里帰り先等で妊婦健康診査を受診する妊婦の経済的負担の軽減を図
る配慮をすることとされているため、平成21年度より公費負担を現行の5回から14回に拡充、里帰り等で委託医療機関外で妊婦健診を受診した際の、助成を行う。平成22年度まで現行５回
を除く拡充9回分については、妊婦健康診査臨時特例交付金（妊婦健康診査支援基金）が交付される。なお、平成19年1 月１６日付雇児母発第116001号「妊婦健康診査の公費負担の望ま
しいあり方について」は廃止された。

県内受診分：①県医師会と委託契約。②母子健康手帳交付時、制度の説明をし受診券を交付する。転入者へは、転出先の受診券と引き換える。③毎月、医師
会より、明細書及び請求書、受診票が送付される。④受診者のチェック（住民票が本市にあるかどうかの確認）を行う。⑤県医師会へ支払い事務、整理及び受診
結果の入力を行う。
県外や助産所などでの受診分：本市妊婦健康診査助成事業実施要綱に基づき、①本人から助成申請、請求を受ける。②交付決定を行う。③本人への決定通
知書送付する。④本人へ支払いを行う。

【主な予算費目】 歳入：県補助金
歳出：委託料、需用費（印刷製本費）、役務費、扶助費、償還金利子及び割引料
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助成を最大１４回に拡大した。４月１日以降受診分の受診票は、追加交付
を行った。今まで実施していた精密検査と超音波検診（３５歳以上）の助
成は廃止した。追加交付対象310人で、実績は２７９人に交付を行った。
追加交付できなかった内訳は、転出、死産、出産などによるものであっ
た。

妊婦にとって、経済的負担の軽減となっている。
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【意見や要望】
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害関係者等）からど
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寄せられているか？
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21年度同様に、母子健康手帳交付時、転入時に最大14回分の受
診票を行う。県補助金は、21年度、本年度の交付の予定であるた
め、次年度の助成の継続について検討する必要がある。また、県
医師会、県内市町村との連携を図り、事務手続きの検討を行う。

妊婦からは、毎回、助成を受けることが出来、とても助かるという声があり、経済的に負担の軽減につながっている。



－２枚目－

２　評価の部（SEE）

 達成した 　  達成しなかった ⇒【原因】

 目標達成見込みあり ⇒【理由】  目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】

 向上余地がある ⇒【理由】  向上余地がない ⇒【理由】

 他に手段がある  他に手段がない ⇒【理由】

 統廃合・連携ができる ⇒【理由】

 統廃合・連携ができない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  公平・公正である ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  役割分担は適正である ⇒【理由】

４　今後の方向性（事務事業担当課案）(PLAN)
(１) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　

事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(３) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

健診は、妊婦自身の健康管理や胎児の成長具合を判断するためのものである。健診費用は妊
婦の経済的負担となるため、経済的負担が軽減されると受診者も増加すると考えられる。

（具体的な手段，事務事業）
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率
性
評
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⑥人件費（延べ業務時間）の削減
余地

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

妊婦健診は県医師会に委託。必要最低限の職員で実施している。

＊原則は２１年度の事後評価、ただし複数年度事業は２１年度実績を踏まえての途中評価

⑤事業費の削減余地

合志市

成
果

受診結果の入力の短縮化
次年度も継続

事務事業名 妊婦健診事業 所属部 健康福祉部

(２) 改革・改善による期待成果

事務事業の本年度目標値に対して本年度の
見込みはついているか？

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？
成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でで
きないか？（アウトソーシングなど）

②22年度目標達成見込み

所属課

事務事業の前年度実績は前年度目標値を
達成したか、未達成の場合その原因は？

妊婦健診受診券を発行後に転出する場合や、最大14回を使用せずに出産する場合があった。

必要最低限の事業費で行っている。

コスト

健康づくり推進課
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①21年度目標達成度評価

目的を達成するには，この事務事業以外他
に方法はないか？類似事業との統廃合がで
きるか？類似事業との連携を図ることにより、
成果の向上が期待できるか？

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

③成果の向上余地

次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる
余地はあるか？成果が頭打ちになってないか

維持

低下
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（廃止・休止の場合は記入不要）

21年度当初、助成回数拡大に伴い、追加交付の手続きに混乱を生じた。また、受診回数が増加によって、住基の確認や結果入力
に時間を要した。
21・22年度と、本市が菊池圏域の代表として、熊本県医師会で実施される代表者会議に出席し、菊池圏域の市町と連絡を取った。
妊婦受診券作成についても県医師会を連絡を取った。

３　評価結果の総括（ＳＥＥ）　※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入
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健診費用は妊婦の経済的負担となるため、経済的負担が軽減されると受診者も増加すると見
込んでる。

向上

維持 増加削減

役
割
分
担
評
価

⑧行政の役割分担の適正化

受診票作成や健診結果入力など、県医師会、県内市町村と検討していく必要がある。
事務事業のやり方や手段においてこれまでの
行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体
に移行出来ないか？

妊婦が適切な健診を受診し安心して出産できるようにするためには必要である。

他に類似した事業はない。

⑦受益機会・費用負担の適正化余
地
事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公
平ではないか？受益者負担が公平・公正になっ
ているか？
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